
1．厚生労働省、内閣府、国税庁、文部科学省、警察庁、国土交通省の連名
による啓発ポスターが、これまでに 6 枚作成されています。それぞれについて、
ご意見をお聞かせください

➍ H29 年度（事務局：厚生労働省）

◎ メインのキャッチコピーに絞った形の構成は、それまでとは違う印象を受けました。「問題飲酒」と
いう文字が残りやすいという点では、これまでのものと違う印象。

◎ 第一に、背景のピンクそのものが目を引き、とても見栄えが良かったと思います。壁面へ貼付した
時に、これまでの中では一番目立つ印象でした。（向井）

◎ 悪くはないと思います。
◎ パッと見て問題がなにかわかりづらいのでは？　背景のピンクの印象が強すぎる。（尾崎）

◎ 抽象的で、わかりにくい。
◎ 文字が小さく、関心がないと読まない。キャッチコピーの文字も読みにくい。（金条）

◎ 飲酒の問題だと一目でわかるのでいいと思いました、少し悩んでいる人は目に留まると思いました。
◎ シンプルでわかりやすいと思いました、イラストのインパクトが下がるのがデメリットかと思いま
した。（桑原）

◎ 「なるほど !」と膝を打ちました。
◎ 目を引く図柄や色使いではあると思います。（小関）

◎ お酒に初めて出会うこととなる学生には、シンプルですが、とても大切なメッセージです。シンプ
ルでよいと思います。

◎ しかし、絵が、よくわかりにくいので、アルコール関連問題について知らない学生は、通り過ぎて
しまうかもしれません。インパクトはありません。（野村）

◎ キャッチコピーの文字サイズを統一した方がよい。問題と飲酒が目立ち、「問題飲酒」についてのポ
スターと見間違えられないか。キャッチコピーはいいのではないか。

◎ 空白が多い。関連問題の文言を大きくし、スペースを有効的に使う。配色も個人的には好まない（暖
色より寒色か中間色）。（全断連）

◎ コピーはよいと思うけど、それが何を指しているかが瞬時にわかりにくい。その問題は飲酒から始
まる全部を前面に出してもよいのでは？

◎ 全体的にはまとまってる感じ、飲酒起因問題をもっとわかりやすくしたほうが良いかな？（谷本）

◎ 飲酒問題が、目立ってわかりやすい。
◎ ピンクが印象的で貼ったときにインパクトはあった。ボトルが問題へのドアになっているのもおも
しろい。（今成）

◎ とてもわかりやすいものの、最初の一杯から否定されている様に売る側は感じ、貼ってもらうのは
難しかったと記憶しています。

◎ 非常にシンプルに出来ていると思う。個人的には、今回はイラストを前面に出したら良かったのか
もしれないと思いました。（水口）

◎ 問題、飲酒。この 2つの単語がシンプルに目に入るのでよいと思います。
◎ これくらいすっきりしているのもよいです。ピンクが綺麗です。（ぷるすあるは）
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1．厚生労働省、内閣府、国税庁、文部科学省、警察庁、国土交通省の連名
による啓発ポスターが、これまでに 6 枚作成されています。それぞれについて、
ご意見をお聞かせください

➎ H30 年度（事務局：厚生労働省）

◎ 家族の視点からのキャッチコピーは、これまでの中では一番よいと感じています。
◎ これまでの中で、貼った時に一番目立たなかったと感じています。デフォルメされたキャラクター
はとても良いのですが、色合いによる印象が目立たなくさせた印象です。壁面の色というよりもほ
かの家具や設備などがあるために、その中に埋もれる感じというのでしょうか。「緑背景にピンク文
字が特に見にくい」との意見をもらったことがありました。（向井）
◎ 普通だと思います。
◎ 背景が緑に赤の字は見づらい。色覚異常の人への配慮がない。デザインは面白いと思うが、グラス
やボトルの中の字が読みづらい。（尾崎）
◎ 絵の方に先に目がいくポスターで、キャッチコピーの印象は薄いですが、メッセージが伝わるので
内容的には良いかと思います。
◎ このポスターは配色、絵、文字など、わかりやすく思えます。挙げている個々の内容が、飲酒行動
と飲酒の結果が混在しているように思えます。がんなどの疾患、事故（交通、転落など）、急性中毒
による死亡、仕事の能率低下、などの結果が含まれていない。（金城）
◎ 悩んでいる人の目には留まりやすいと思いました。
◎ イラストがわかりやすいです、飲酒運転はかなり周知されているので、少し考えれば何が悪いか思
いつくのですが、直感的には事故のほうが問題としてインパクトあり、うまく伝わるといいなと思
いました。（桑原）
◎ 誰の目に触れることを思い描き、誰の心に届くことを期待するポスターなのでしょう？
◎ 淡い色使いは、他の掲示物の中に埋没してしまいます。『イラストが怖い !』と語る方もいました。（小関）
◎ シンプルでよいかと思いますが、お酒の問題が我が事だと認識していない人がひっかかるかどうか。
弱いように思います。
◎ デザインに、情報が組み込まれており、劇画チックなイラストが単におしゃれな感じで終わらずに、
ぎょっとさせる印象もあるので、インパクトがあると思います。（野村）
◎ キャッチコピーはごく一般的だが悪くはない。欲言えば、「かぞく」は「家族」としっかり書いてほしい。
◎ アルコール関連の諸問題が大きく、はっきり記述されていてよいが、字体は検討すべき。（全断連）
◎ あなたと呼びかけられても、気づきを誘発しない。過度な飲酒が壊す幸せなくらしを構成するファ
クターをもう少し整理したコピーが良いかな。「あなたも、家族も」をもっと前に。
◎ デザインはよいと思う、ポスターなので細かい文字は不要。（谷本）
◎ わかりやすい。メッセージを送る先が困っている層に絞られた感じがする。
◎ これまでより絵がシリアスだと思った。色合いのせいか、貼ったときには、➊➌➍より目立ちにくかっ
たのが残念。最近、自治体の方と話したら、昨年度のこのポスターをよく覚えていた。（今成）
◎ 当事者だけではなく周りも悩むのだと、シンプルかつ的確な惹句なので、引き続き使ったらいいの
ではないかと思う。
◎  H26年度と近いような気もするが、色合いやフォントの調子が良いと感じた。訴える内容も一つ一
つ見て取れるものだと思う。（水口）
◎ 「悩む」というキーワードが入りました。そして「あなた」「かぞく」…対象と届けたいメッセージ
がわかりやすくてよいと思います。
◎ 色が綺麗です。問題のところイラストがちょっとごちゃっとしていますが、記載はシンプルなので
まだ見やすいです。（ぷるすあるは）
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1．厚生労働省、内閣府、国税庁、文部科学省、警察庁、国土交通省の連名
による啓発ポスターが、これまでに 6 枚作成されています。それぞれについて、
ご意見をお聞かせください

➏ 令和元年度（事務局：厚生労働省）

◎ 文字数が多すぎる気がします。「ダメな人？なまけもの？いいえ。アルコール依存症は病気。そして
回復できる病気です」くらいでもよいのかなと思いました。

◎ 内容としては病気であることの啓発は、薬物依存の話題の中で少し広まった「病気」という認識が
出てきたことと合うので、一番よいと思いました。（向井）

◎ 良いメッセージですが、字が小さく目に留まりにくいです。
◎ 青いのが酒のボトルだとわかりづらい。マナケモノの絵よりよいデザインがないのだろうか？（尾崎）

◎ 訴えたいテーマが、読めば理解できて良いと思います。ただ、じっくり読む人でないと読まないか
もしれません。

◎ ポスターの解説を聞いて、はじめて絵の意味が理解できました。いろんなポスターが並んでいる中で、
あまりインパクトがないかもしれません。なまけものの絵が内容を抽象的にしてしまっているよう
に思います。（金城）

◎ キャチコピーがもっと目立ってもいいかなと思いました。なんの啓発かわかりにくい印象です。こ
のキャッチコピーはスティグマを意識しているような気がしますが、本当に望ましいフレーズかど
うか専門家にも意見をうかがえるといいなと思います。

◎ なんのポスターかわからないので、読んでくれるという発想でしょうか？対象を一般の人すべてと
考えれば、いいビジュアルと思いました。（桑原）

◎ 「なまけもの」を強調することって？　後段の文字が際立つようにして欲しかったなぁと思いました。
◎ ビジュアルはちょっとドキッとしました。暗い印象を持ちました。（小関）
◎ 内容はよいのですが、字が目立たないので、立ち止まって読もうという気にさせないのではないで
しょうか。なまけものだ。何だろうね・・で通り過ぎるような気がします。捻りすぎのような気も。

◎ おしゃれですが、メッセージ性が弱いように思います。お酒の瓶をイメージしているのでしょうか。
よくわかりません。（野村）

◎ アルコール関連問題啓発週間ポスターなのに、アルコール依存症に焦点を絞りすぎではないか。
◎ 一般の人はアルコール依存症という病名すら知らない人が多い。初めてテーマを依存症に絞ったよ
うだが、裏目に思う。（全断連）

◎ 伝えるべきメッセージは、良いけれど、何が大切なメッセージでそれを一言で示したキャッチコピー
かわからない。

◎ アルコールに関する啓もうには見えない。この手の啓もうは、もう少し身近にある生活破壊を前に
出したほうがわかりやすいと思う、共感から訴える手法。（谷本）

◎ 内閣府の世論調査で明らかになった偏見をひっくり返す、アルコール依存症啓発には、もってこい
のコピー。

◎ 黄色と青の色が目立ち、お洒落なポスター。だが、ボトルであることがわかりにくく、「なんでナマ
ケモノ？」と思ったが、コピーを読んで「ああ、なるほど」と意味がわかった。それを意図した凝っ
たポスターだと思う。（今成）

◎ アルコール依存症への正しい理解が進む、しっかり訴求する内容だと思う。
◎ 色の組合せがいいと思った。コメントも的確です。ただ、依存症ポスターを販売場に貼る効果や意
義には若干の疑問も感じる。（水口）

◎ わかりにくいです・・・。なまけものが突然でてくるのは唐突感があります。つながりがとらえに
くいです・・・。

◎ 酒ビンもわかりにくく、見た瞬間は上半身とネックレスに見えました→動物？なんで？色はきれい
で絵はかわいいですが、ビジュアルもテキストもひねりすぎだと思います（初めて依存症に絞った
点はよいと思うのですが、そんな理由で中身にたどりつけませんでした）。QRコードで相談先はよ
いと思います！（ぷるすあるは）
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2．➊～➏のポスターのうち、ベスト 3 を選ぶとすると、どれですか？　その理由は？

1位
2位
3位

➊
➏
➍

一番に目を引くということを第一に選択しました。
目を引くことと、病気であるというメッセージは前向きな気持ちを引き起こす。
やはり目を引くことを優先してみました。シンプルなことがよいと感じています。

向井

1位
2位
3位

➌
➎
➏

ぱっとみてわかりやすい。メッセージが伝わりやすい。
わかりやすい。
依存症に絞ったのが良い。ナマケモノの絵から酒は連想しづらいか。

尾崎

1位
2位

➎
➌

訴えたいテーマがわかりやすい、絵がみやすい。
キャッチコピーがわかりやすい。

金城

1位
2位
3位

➍
➏
➎

なんのポスターかわかりやすい、対象が明確。
市民全般を対象とすれば、目を引く、読んでくれるシンプルさ。
イラストとメッセージがわかりやすい。

桑原

1位
2位
3位

➊
➌
➍

新鮮さ
ビジュアル
キャッチコピー

小関

1位
2位
3位

➌
➎
➋

短い中にストーリー性、メッセージ性が明確にある。
デザインに情報が組み込まれている。
工夫が凝らされている。一度惹きつけられれば、面白さがある。

野村

1位
2位
3位

➎
➍
➊

キャッチコピー、図案が一番しっくりくる。
キャッチコピーは良いと思う。

全断連

1位
2位
3位

➎
➌
➍

お酒起因の問題定義だとすぐわかり、気を付けなければとの気づきがわかりやすい。
情報の整理に工夫の余地はあるけど、伝えるべきメッセージは理解できる。
問題は飲酒から、そのワンメッセージは伝わるから。

谷本

1位
2位
3位

➊
➌
➏

赤の色とビジュアルが店頭ですごく目立っていたため。
ストレートにわかりやすく色がきれい。
テーマを依存症に絞るチャレンジに一票。

今成

1位
2位

➎
➌

水口

1位
2位
3位

➌
➍
➎

イラストと文字が整理されていて、シンプルでみやすかったです。
飲酒、問題の単語がすっと入ってきました。
誰に何を届けたいか、キャッチコピーがわかりやすい。

ぷるす
あるは

1 位　       　➎➎➎➎　➊➊➊　➌➌➌　➍

2 位　       　➌➌➌➌➌　➍➍　➎➎　➏➏

3 位　         　➍➍➍　➎➎　➏➏　➋　➊

1～3位を総合すると、➎ 8票、➌ 8票、➍ 6票、➊ 4票、➏ 4票、➋ 1票
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3．ポスターのテーマ設定を、今後こうしたらどうかというアイデアを記載してください

素人考えですが、「呼びかけ型」もあってよいと感じています。「ともに考えよう」「何が一緒にできる
でしょう」形のキャッチコピーもいいのではないかと考えました。また、これまでのキャッチコピーは、
よくわかっている側である私たち側からのメッセージや指摘などですが、あえて今まだ気づいていな
い一般の方の視点から作られるキャッチコピーもよいのではないでしょうか。そもそもアルコールは
「まぁねぇ」という見方をされやすいことから、こちらからのメッセージより、そう思っている一般の
方たちが気づいたときにハッとすることが多くあると思いました。（向井）

小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学等、毎年ローテーションで飲酒について学んでもらって
その成果をポスターにしてもらって応募してもらい、審査して決める。テーマは作成者に一任する。
または、プレバトの絵（水彩画、色鉛筆、消しゴムなど）で上手な芸能人にボランティアで作っても
らう。（尾崎）

ポピュレーションをターゲットにして、（WHOの飲酒量 10％減を踏まえて）全体の飲酒量を減らす
ことを目的とするなら、『あと 1杯！』を、未来のために、今日はここでやめておきませんか？」のよ
うなのはどうでしょうか？未来のところに、アルコール関連問題をいれておく。貼る場所は、診察室、
健診会場、事業所、居酒屋。（金城）

難しいのは承知で理想論を述べます。まずは、ポスターを作成するにあたって、明確な目標を立てる
必要があると思います。また、協力者や我々評価者にその明確な目標を共有していただけなければ評
価しにくいです。そして、明確な目標を達成するために、どのようなターゲットに届く、どんなキャッ
チコピー・ビジュアル・イラストなどの材料を揃えてポスターを仕上げるかと計画できればいいと思
います。実際に、自分たちが想定した目標（対象者・メッセージ・効果）についてインタビューなど
で評価して、次年度に進めるともっと理想的だと思います。ソーシャルマーケティングの専門家など
が日本にいれば、相談されるとよりよい事業になるのではと思いました。（桑原）

「・・・問題です」を強調し過ぎるよりも、「誰しもが、助けを求めて良いんだよ」「助けを求めさせな
い社会は、みんなで変えていこうよ」「救いの術は、身近なここにあるよ」をアピールするキャッチコピー
とビジュアルをご検討いただけないでしょうか？　人は、問題であることを指摘され、恐怖を感じさ
せられて前に進むことを決断するものかどうか。自らや身近な人たちが被っている課題についての冷
徹な気づきは確かに必要ですが、今は淡くてもおぼろげでも、回復の希望に繋がる方向へと背を押す
メッセージも加えていただきたいと、以前から思っていました。
また県北のある町では、長年、保健師さんや町の関係者及び教員らと共に、未成年者への予防教育を取っ
かかりとした啓発活動に取り組んできました。その一環として、町の小中高校生から「夏休みの宿題
として、ポスターと標語」を募集します。大人にはない視点での説得力あるポスターが沢山集まります。
それらを、夏休み明けの町民シンポジウムや健康福祉祭りの場で、公民館連絡協議会長賞、商工会長
賞、青少年育成町民会議会長賞などとして表彰式、さらに町内のコンビニやスーパー等々に展示します。
子や孫の晴れ姿を一目見ようと出席した「大人たち」も巻き込んで、地域全体のアルコール関連問題
の啓発にも繋がっています。少なくとも、かつては毎年のように「成人式後の飲酒運転事故」が新聞
紙上を賑わしていた汚名が返上され、もう何年にもなります。（小関）

今年度の授業で、学生にアルコール関連問題にかかわる学習を組み込みました。学習の中でのブラウ
ジングで見つけてきたものに、「イッキ、イッキ、あの世イッキ」というコピーがありました。ハッと
する、ギョッとする、どういうことなのか立ち止まってみたくなる、うまい。そんな感想を口々に述
べていました。例えば若者の心をつかむには、ぎょっとさせる（ぞっとさせる）イメージの言葉遣い
も必要なのかもしれません。また、イラストのメッセージ性は求められると思いました。（野村）

全般的にアルコール関連問題を知ってもらおうという趣旨から、説明されているが、文字が小さくて
読みづらい。一般市民は読む気にならないのではないか。令和元年度の依存症に絞ったのは、失敗で
はないか。アルコール関連問題そのものについて、しっかりと周知する方が一般向けのように思える。
ポスター紙面にアルコール関連問題の相談先を記入した方がよいのではないか。（例：地域自治体、地
域医療機関、地域精神保健福祉センター、地域保健所にご相談下さい）（全断連）

ポスターの役割が「気づき」となるように。伝えるべきメッセージの一貫性、それを形成するファクター
の整理、たとえば、お酒は飲み方で人生が大きく変わる。というメッセージに、悪い飲み方の例とそ
の結果依存症になってしまう例が明確にわかるようにした方が良いのでは。お酒のすべてが悪いので
はなく、飲み方が人生を左右するというロジックが良いと思う。（谷本）
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1．振り返ると、内閣府時代の目標は、まずはアルコール関連問題の存在を総花的に伝えることだっ
た（➊➋➌）。アルコール健康障害対策基本法の施行に基づき、基本法の以下の文言をビジュアル化し
て伝えることが意図されていたと思う。「アルコール健康障害とは、アルコール依存症その他の多量の
飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害」「飲酒運転、暴力、
虐待、自殺等の問題に密接に関連する」「国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深
めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける」
2．厚生労働省に事務局が移り、とりあえずその方針を引き継いで（➍）、悩みを持つ層に少しシフト
しながら（➎）、今年度初めて依存症に絞りこむ試みを行なった（➏）、という経緯だったように思う。
3．これまでのポスターは、デザイン的な質は非常に高いと思う。とくに、深刻な問題を和らげて伝
える頃合いがうまい。学校から酒販店、病院まで、いろんな場所に貼れるよう配慮しているのではな
いかと思う。現場が貼ってくれなければ意味がないので、これは大切な視点である。
4．ただしテーマとして、総花的なポスターを作り続けるのにも限界があるので、今後、テーマを絞
るのはありだと思う。それをどうやっていくか、ターゲットと目標をしっかり考える必要がある。
――ターゲットを一般にし、目標を一次予防とするなら
①飲酒とリスクに関する「ガイドライン」の普及は大事なテーマ。低リスク飲酒としての純アルコー
ル 20gと分解時間をアピールしたり、WHOの HED（1回の飲酒で 60g以上）やビンジ飲酒の危険性
の啓発も考えられる。
②身近なのに知られていないアルコールのリスク（落とし穴）をスポット的に伝えることをテーマに
する。例えば、酔ってブラックアウトのときに脳がどうなっているか。すきっ腹に飲むと酔いが回り
やすいのはなぜか。寝酒やストレス解消をアルコールに求めることの危険性。あるいは、現在問題が
大きくなっている女性と高齢者に的を絞って、特有のリスクを伝えるのもいいと思う。
――ターゲットを飲酒問題をもつ人やその周囲にし、目標を二次予防とするなら
①気づきを促すために、依存症のスクリーニングテスト CAGEや AUDIT-Cを掲示。思い当たったら
相談へ。
②人物をクローズアップさせ、わかっちゃいるけどやめられないアンビバレントな気持ちに焦点を当
て、思い当たったら相談へ。
③アルコール問題の渦中にいる家族の悩み（子どもの詩を使う方法もある）を伝え、思い当たったら
相談へ。
――ターゲットを一般にし、目標を三次予防にして「回復を応援する社会づくり」を目指すなら
①依存症には回復があることを伝え、偏見を取り除いたり、自助グループの存在をアピール。
②回復者に登場してもらい、その存在を人生観のある深い言葉とともにアピール。
5．ターゲットを誰に設定するか、貼る場所をどこにするかによっても、方向性は変わってくる。小
学校にも酒販店にも薬局にも貼れるようにするなら、一次予防がいいかもしれない。薬局や病院なら
二次予防がいい。依存症への理解を深める事業もあるので、住み分けも考えなければいけない。この
辺りを検討する場が必要である。（今成）

酒類との間違った付き合い方により、結果どのような問題を引き起こすのか、知識を補充するような
テーマを固定したらいいのではないか。依存症に限定したテーマにするのであれば、文科省は学校に
くまなく配布、国交省は交通機関等にくまなく配布する等したほうが、効果が上がるのではないでしょ
うか。（水口）

ここまでのポスターをふりかえって、全体的に色合いが綺麗で好きです。重たいポスターよりも貼り
やすいポスターで、そこはいいと思います。同時に、情報量を詰め込みすぎていたり、ビジュアル・
イラストに凝りすぎている印象があって（ロゴもごちゃごちゃしています）、見づらかったり、届けた
いことがわかりにくいとも感じます。
いろいろなアルコール関連問題の周知という目的もあると思いますが、シンプルに、困っている人へ
届けて相談先につなげるようなテーマ設定のポスターがあるとよいのではと思いました。
ポスター専用のランディングページをつくって、QRコードをそこにとばして、ポスターからのアクセ
ス数を測ってみてはどうでしょうか？　費用対効果を考える参考にもなると思います。
なお、QRの先はわかりやすく相談先につながるのがよいと思います。（ぷるすあるは）
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4．ポスターの掲示場所として、効果的だと思う場所を、いくつでも記載してください

新潟市ではすべての薬局に啓発ポスターが配布され、多くの薬局で掲示されています。
全国に薬局は 5万 9千軒存在していて、延べですが 8億枚の処方箋が発行されています。依存症とし
てだけでなく薬を提出しているという点から、飲酒リスクのある「健康ではない方が利用する施設」
ととらえると、店内に掲示する意味があると考えます。さらにトイレの中の掲示が効果的と考えます。
組織も日本薬剤師会の下に都道府県薬剤師会、さらに市や区の薬剤師会となっているので、どこから
でもアプローチできると考えます。新潟の事例を写真とともに示して依頼をかければ、賛同する薬剤
師会は出てくると思います。（向井）

ネットの利用。コンビニ、居酒屋、酒屋等販売する場所。（尾崎）

・居酒屋、バーなどお酒を飲んでいる場所。
・健診会場、事業所
・ 小中高に貼るのであれば、内容を子どもたち向けにした方がよいと思います。また、小中高の場合（幼
稚園、保育園含めて）、他の成人と同じポスターであれば、ポスターを貼るよりは、白黒で良いので
印刷して配布する方が親には届きそうです。

・誰をターゲットにしたポスターにするか、で貼る場所は変わると思います。（金城）

明確な目標と届けたい対象によって選ばれるべきであると思います。（桑原）

山形市で行ったアルコール啓発フォーラム（以下、フォーラム）への参加者の約 70％が、「ポスター・
チラシで開催を知った」という結果が出ています。PRの際には、国のポスターも併せて掲示をお願い
しています。
掲示場所は、県庁・保健所・市町村役場などの公的機関に加えて、市民に身近なありとあらゆる場所
（銀行支店、一般病院や街の医院、県民会館や市民会館、公民館や集会所、スーパー、ドラッグストア、
コンビニ、映画館、駅の自由通路、図書館、書店、道の駅、小中高校 etc）です。本務の合間や休日に
足を運び、個別に主旨を説明して掲示をお願いしました。若い仲間と「掲示物で知る効果も大切だが、
足を運んで個別に主旨を説明することでの関係性作りこそが、確実で最良の啓発なんだよ」と、PR活
動の意義を共有して取り組んでいます。（小関）

地域包括支援センター、母子健康包括支援センター（保健所など母子保健の担当）、また、消防本部（救
急隊の人の意識改革）、市町村社会福祉協議会、一般医療機関医療相談室など。（野村）

・酒類関係事業者（飲食店含む）　・ファミリーレストラン　・コンビニエンスストア
・医療機関　・福祉施設　・公共施設　等（全断連）

どこに貼るかではなく、だれに見てもらいたいのかの議論をすべき。もっともこの情報がわかっても
らいたいターゲットが決まればおのずと掲出場所は、その方々の通るところ。時代はポスター掲示が
主ではなく、WEB上かな。WEBでよく見る情報が、信頼ある施設、お酒に接する環境に掲出してい
るとよいと思う、、またライフタイムバリューが高い若い方からの啓もう、情報発信力の高い若い女性
を意識した発信が良いのでは、、若いお母さんなど最も価値あるターゲットだと思う。（谷本）

一般の人の目につくのは、なんといっても「酒屋・コンビニ・スーパー」。H26年度のときに非常に
効果的だったので、何らかの方法で復活できるとありがたい。あとは「薬局」の待合室。健康に問題
がある人も来るので、ぜひお願いしたい。一般医療機関（総合病院・内科診療所・精神科診療所など）
の待合室もいいと思う。首都圏の駅に掲示できたのは画期的だったが、あちこちに貼るか、巨大サイ
ズにしないと目立たないことを痛感した。（今成）

初年度より、国税庁・局・署から小売酒販組合には協力要請が頻回にあったので、協力をしてきました。
H30年度から国交省の協力を得たとありますが、○国交省はさらに範囲を広げて駅やサービスエリア、
パーキングエリア、○法務省は更生施設、○警察庁は免許更新所や免許更新の際のプログラムに取り
込む、○文科省であれば例示の各学校に掲示をするのはとても効果があるのでは、○厚労省であれば
国立病院の待合い、クリニック等の医療機関、○地方公共団体所管の（独）病院、など行政所管の機
関はたくさん効率的に配布ができるのかもしれません。（水口）

各種学校、コンビニ
公共施設や図書館などの比較的ゆっくり読めるところ（ぷるすあるは）
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5． 予算が少ない中で、一般の人の目に触れる掲示を実現するために、どこからどんな協力が得られるか、
アイデアがありましたら、ぜひ記載してください

薬局ということで考えさせていただくと、日本薬剤師会へのアプローチ、だめでも都道府県、市区薬
剤師会などアプローチできる場所はあります。（向井）

酒類提供者の社会的責任（CSR）として取り組んでもらう。（尾崎）

一度、試みとして、ポスターを印刷可能なウェブサイトを紹介する文書と一緒にポスター PDFを、文
部科学省が各学校、厚生労働省が各事業所や医療機関に通知する（メールでも良いかと）。地域を限定
しておこなって、メールを送った地域で、どれぐらい地域で配布や啓発されたか、飲酒に関する全国
調査で、住民が目に触れた機会を検証すると良いかと思います。（金城）

公衆衛生学会にソーシャルマーケティングを熱心に取り組んでいる方々がおられると聞きましたが、
私は直接知りません。ほかに詳しい先生方がおられましたら、ご相談ください。（桑原）

山形県依存症関連問題研究会では、ポスター掲示が出来た箇所それぞれをシールにして、大きな地図
に張りました。定例会の度に、シールが増えて行く一覧地図を確認しあうことで、モチベーションアッ
プを図りました。
掲示場所のスペースによっては、残念ながらポスターを貼れないところもあります。なので、表面は
ポスターと同じ内容、裏面に開催の主旨や演者の紹介を記したチラシ（A4）を作成しました。
掲示スペースの空き状況からポスター掲示を断念せざるを得ない訪問先には「来られた方に持ち帰っ
て貰って下さい」とまとまった数のチラシを置いてきます。国のポスターに加えて、フォーラム実行
委員会としてのポスターは 300枚、チラシは 1,000枚を作成しましたが、ほぼ全てを使い切りました。（小
関）

韓国などには、自殺予防の小さなちらし（名刺サイズ）がトイレに置いてありました。（野村）

ローカル的な意見ですが、地域自治会会館の掲示版、地域町内の路上掲示板への掲示が不特定多数の
方の目に留まると思います。（全断連）

映画タイアップ、ディズニーや国内の映画会社とタイアップし張りたくなるポスター作りが良いと思
います。ディズニーのPOOで働き方改革や、キャプテンマーベルで女性の健康、ダンボで短所を長所に、
その他邦画でもタイアップ例は広報室に多数残しています。この手法は安価でインパクトのあるポス
ターを作れる上、貼りたいという施設がたくさん現れるので、良いかと。結核感染症課と行なった、セー
ラームーンの検査に行かなきゃお仕置きよ！マシンがゼロ、などは媒体にも取り上げられ効果はかな
りありました。PR効果をもっと意識しましょう。（谷本）

ポスターを 1枚 1枚、1軒 1軒に送付するのは経費がかかりすぎる。都道府県や政令市の小売酒販組合
なり薬剤師協会なり、コンビニチェーンなりに送り、そこから個々に配布していただくように、ご協
力をお願いできないだろうか。日本医師会に協力を依頼して、一般医療機関に配布できれば、それも
効果的だと思う。（今成）

4と同じ回答になりますが、それに加え、地方公共団体の計画のなかに所管の公共施設、公民館など
に貼ることを義務付ける等ができるのかと思います。「一般の人の目に触れる掲示を実現するため」と
いう目的を達成するという観点から、一般の人の目に触れる場所、飲食店へのポスターの掲示も有効
かと思います。飲食店の営業には、保健所等の許可が必要ですので、保健所等の所管省庁（厚労省？
かどうかわかりませんが）を通じてポスターを配付するということも可能かと思料します。（水口）

高い確率で貼ってもらえる、ゆっくり読める、となると公共施設が浮かびますが・・・（それ以外のと
ころで、確実に貼ってもらえそうな場所とアイデアが浮かびません・・・）（ぷるすあるは）
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6．掲示場所との兼ね合いで、ポスターのサイズは以下の①～③のどれが望ましいと思いますか？

薬局 ① A3 向井

酒の提供場所 ② A2 尾崎

健診会場、事業所、診察室 ① A3 金城

① A3 桑原

スーパーやドラッグストア、そして駅の自由通路などを想定（「掲示
板」が設置されていて、大きく目立つスポーツイベントや他のポス
ターとの競合になりますので）

③ A1 小関

コンビニや小規模の薬局など（A1は「大きすぎる」と断られるでしょ
うから、大小 2つのサイズが用意できれば、最高ですね）

① ′B3

大学のあちこち ① A3 野村

一般市民が利用する公共施設 一般市民が利用する
公共施設の掲示版は、
A4サイズの指定が多
く、現状のサイズで
は掲示を断られる。

全断連

ショッピングセンタ、コンビニ、など商品の近く。 ② A2 谷本

酒販店・コンビニ・スーパー（H26年度が非常に効果的だった）
薬局・総合病院や内科系診療所の待合室やトイレ

② A2 今成

何処でも ③ A1 水口

公共施設 ② A2 ぷるす
あるは
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7．ポスター以外の効果的な啓発のアイデアを、いくつでも記載してください

あえてですが、日本酒イベントなどにアプローチすることもあるのではないでしょうか。業界として
も依存症などが問題となる中で「健康にお酒を飲む」という発想を持つところはあると思います。今
年中止となりましたが、新潟で 2日間で 15万人集まる日本酒イベントがあるたびにそう考えていまし
た。違う意味のリスクがあるかもしれませんが、JTがたばこ産業でありながら啓発に動いているのも
参考になると感じました。
商工会議所、青年会議所などの経営者向けのアプローチも一つだと考えます。経営者そのものが厳し
い経営状況などにおいて自殺やうつ病などとアルコールが重なることでの問題は確実にあることを実
感するのが商工会議所だと聞いています。（向井）

ネットの利用。啓発のターゲットが良く見るサイトにボランティア広告を出してもらう。（尾崎）

・文部科学省や厚生労働省など省庁経由での各機関へのメール周知。
・先日NHKで放送された「病院ラジオ」のように、依存症がテレビで取り上げられること。
・学校で、適切に「依存」について学ぶ機会があること。
・事業主、経営側にアルコール消費量を低減することのメリットをつたえること。
・青少年～若年成人、インフルエンサーがネットで「依存」について発信すること。（金城）

上記に述べたように、明確な目標と届けたい対象によって選ばれるべきであると思います。
現代のアルコール購入者や若者のインターネットでの情報収集や娯楽が非常に高まっていることを踏
まえると、オンラインショップや動画サイトでの CM、広告、ポップアップなどは目に触れる機会は
増えるのではないかと思います。コンビニでお酒を買うときの 20歳以上の確認画面に、メッセージも
含めるのもいいかもしれません。海外では、スーパーマーケットの自動会計でも必ず確認作業があり、
店員が ID提示を求めることを徹底していました。
若者に影響力のある Twitterで定期的に影響力のある人につぶやいてもらえると、あっという間に拡散
すると思います。（桑原）

ポスターと共にチラシも作成活用するのがよろしいかと思います。また、ポスターの大きさは A1が最
善です。A3は小さすぎます。むしろ B3が場所によっては隙間を狙えるかもしれません。A2もまた他
の大きく目立つポスターに紛れてしまうことが少なくありません。フォーラムのポスターは予算の都
合で A2にしましたが、自宅近所のスーパーで「J2サッカーの巨大なポスターに負けた !」と悔しい思
いをしました。また、実際に手応えがあった PRは「市町村が発行している広報誌（概ね 2週間に 1度・
市報など）に取り上げて貰う」、「地元 FM放送局の生放送に出演して PRする」、「地元新聞の提言欄
に寄稿する（新聞社側からの依頼でしたが）」といったことでした。山形で構築しているネットワーク
では、県及び市町村の保健師さん達がマンパワーを発揮してくれます。各専門職者の養成校の同窓繋
がりや職能団体での口コミ拡散も効果的でした。県庁担当部局から市町村や医療機関に宛てて発信す
る一斉メールで幾度も PRして貰ったことも効果的でした。フォーラムに招いた演者及び関係者が日頃
から活用しているツイッターに発信してくれた影響で、県外からの参加者もありました。（小関）

YouTubeやラジオでの配信。（野村）

ポスター完成のプレス発表、PRタイムスへのリリース配信、など広報と連動したタイムリーな施策を
織り交ぜて、コスト以上の効果を狙うべきだと考えます。厚生労働省、霞が関の力は偉大です。うま
く活用してほしいと思います。（谷本）

ツイッターやラインなどの SNS。YouTubeでの動画配信。政府広報番組、ラジオ番組など。
アルコール依存症の当事者や家族である著名人に、体験を語ってもらったり、対談してもらうといい
と思う。アルコール依存症でなくても、ビンジ飲酒で失敗した経験があり、現在、お酒をやめたり気
をつけたりしている著名人もいい。依存症について見識のある芸能人（ジョン・カビラ、サンドイッ
チマン、水道橋博士ら）に聴き手をお願いするといいと思う。
ただ、依存症については別な普及啓発事業があり、そちらのほうが予算が大きいし、アルコール依存
症も含まれているので、アルコールの啓発週間としては、一次～二次予防に焦点を当てるのがよいだ
ろう。（今成）
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1週間という限られた啓発週間の中で、ポスターのほかにバランスの採れた方法を探るのは有意義な
のだと思います。YouTubeなど SNSでの配信もコストを抑える意味では良いと思いますし、基本法委
員の属する各種団体の広報誌があればそれに掲載はされているのでしょうか。当会は庁からの要請も
あり、広報誌に随時掲載をしており、酒類販売管理研修でも毎回講義をしております。（水口）

カード：ポスターよりも名刺サイズの啓発カード推しです。そのまま置けるようにホルダー付きにして、
トイレに置いてもらってほしいです。（先日とある公共施設にポスターが貼ってあり、おお！と思って
写真を撮ろうとおもったのですが、人目が気になって近づいてみることもできませんでした・・・ポ
スターでは次のアクションを起こしにくいこともあるかと思います）
SNS発信：例えば「依存症なび」のツイッター、毎日 1投稿など、更新頻度をふやして、投稿のな
かにイベント情報などだけでなく、依存症についてのミニ知識などの啓発メッセージを直接いれる。
Facebookも Instagramもやったらよいと思います。（ぷるすあるは）
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8．厚生労働省が主催 ･ 共催する啓発フォーラムについてご意見があれば記載してください

なかなか難しい課題だとは思うのですが、その啓発フォーラム自体を知ることが難しいということが、
一番の課題ではないでしょうか。もちろん周知のための活動などを行なっていることは重々承知です
が、ホームぺージへの掲載やこれまでのルートによる周知方法に加えて、まだ行なっていない周知方
法を検討すべきと考えます。どこまで現在行っているのかわからずに意見するのは申し訳ないのです
が、若者の文化や情報を見ると、その流行とは別のスピードで日々動いているものがある。周知方法
にさらなる工夫が可能ではないかと感じています。（向井）

当事者の声を届けるものへ。（尾崎）

記述なし。（金城）

すみません。特にありません。（桑原）

中央の大都市を中心に開催されている印象があります。とても、羨ましいかぎりです。ですが、『希
望する自治体』となりますと、地方自治体としては他との絡みもあって制約や限界があると思われま
す。私共のような小さな任意団体との共催や市町村単位などに於いても可能なものにしていただけた
らなぁ～と思っています。
上からの変革に向けた大仕掛けの働きかけも大切ですが、問題意識を高く持つ市町村や志を持つ関係
者や当事者と家族らが草の根で活動している小集団の取り組みを、一つひとつ丁寧に掬い上げること
もまた地域に根付いた手堅い啓発に繋がると思っています。その活動を支持的に国が支援する形であっ
たとするならば、地域の意識醸成は、住民の暮らしに身近なものとなっていくと思っています。（小関）

zoomなどによる非公開コミュニティ活動を活用して啓発コミュニティを活発化させ、オフ会としての
啓発フォーラム（直接出会える場）を企画し、直接出会える場や機会を効果的に活用する。※ zoom
などでは、依存症予防教育アドバイザーやさまざまな専門職、最新の情報に関わるレクチャーやゼミ
活動を行う。（野村）

啓発週間中に実施される厚生労働省主催、且つ地方自治体と共催の啓発フォーラムの開催県数及び参
加者数が年々減少しているように思う。広報活動の検討をお願いしたい。（全断連）

誰に何を伝えるか？それをよく考えて、それに合う催事に共催、講演などするのが良いのでは。子育
て支援や、働き方改革など社会課題に向き合っている催事や業界とのタイアップが効果的だと思いま
す。健康をテーマにした催事などもよいのでしょう。（谷本）

自治体と国の共催は、自治体を後押しする意味で重要だと思う。ただ入札業者が間に入ることで、責
任範囲が曖昧になり、広報が遅れる。自治体に予算を下ろして自主的にやってもらうほうが、スムー
スだし経済的なのではないか。
会場まで足を運ぶのは関係者であることが多いが、アルコール健康障害対策ネットワークの構成員で
ある医療・保健・福祉・介護・行政各部署・自助グループ・回復施設などの人たちが、できるだけ幅
広く一堂に会す機会に使えれば、意味はある。地方紙への取材依頼も大切だ。
一般客を得るには、ショッピングモールなどオープンスペースでやる方がいい。国も依存症啓発で実
施しているが、三重県もその方法をとっているので、ノウハウを他の自治体と共有してもらうといい
と思う。国がやっているように、動画配信と兼ね合わせるとよりいいが、経費が嵩むかもしれない。
東京で実施している民間団体への直接の業務委託も画期的なので、ぜひ続けてほしい。（今成）

意見なし。（水口）

3/1の依存症普及啓発イベントの YouTube配信はよかったです。内容も。
正直な印象としては、フォーラムの有効性は、一番届けたい今困っている人へ情報が届くことにつな
がるのかというと、その実感はもてないです。単発イベントの形でやる必要はないのではないか、あ
るいは、行うなら（臨場感はなくなりますが）動画配信でもよいのではないかと思います。来場でき
ない人もみられるメリットもあって。
当事者、家族、支援者など、関係者がつながったり、つながりを確認したり学び合う場の意義は大き
いと思いますが・・・。
リカバリーパレードのようなオープンな場で行なったり、参加型だったり。それが有効かわかりませ
んが、関係者以外へ広げるにはどうしたらというのが難しい課題です。（ぷるすあるは）
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図 1　平成 26 年度啓発ポスター
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図 2　平成 27 年度啓発ポスター
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図 3　平成 28 年度啓発ポスター
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図 4　平成 29 年度啓発ポスター
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図 5　平成 30 年度啓発ポスター
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図 6　令和元年度啓発ポスター
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13．アルコール健康障害対策基本法
推進ネットワーク幹事団体の調査

吉本　尚、今成知美、川井田恭子



アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク 
幹事団体アンケート結果

Ⅰ．背景および調査目的
　アルコール健康障害対策基本法制定から 6年、
第 1期基本計画策定から 2年半が経過し、都道府
県推進計画も今年度には 100％策定される見込み
である。今回、このような背景の変化が、アルコー
ル健康障害対策基本法推進ネットワーク（以下、
アル法ネット）の幹事団体の活動にどのような影
響を与えているか、第 2期基本計画に望むことは
何かを明らかにするためにアンケート調査を行っ
た。

Ⅱ．調査方法
1．対象
アル法ネット幹事団体を構成する 19団体
2．方法
（ア）データ収集方法
      質問項目を記載したワードデータをメール

に添付して送付。必要事項を記載したデー
タをメール添付にて返送してもらった。

（イ） 調査項目
① 基本法施行（2014）、基本計画策定（2016）、
あるいは都道府県推進計画策定（2016～）が
設置された前後の変化等、対策の評価について
②第 2期基本計画への要望について

Ⅲ．結果
（ア）回収状況　8団体より回答が得られた。
　回答団体あるいは所属先や氏名の一覧表を以下
に示す。

1
一般社団法人日本アルコール
関連問題ソーシャルワーカー
協会

会長
岡崎　直人

2 アルコール関連問題学会東海北陸地方会 猪野　亜郎

3 公益社団法人日本社会福祉士会
理事
伊東　良輔

4 公益社団法人日本医療社会福祉協会

左右田　哲、
稗田　里香、
野村　裕美

5 関西アルコール関連問題学会 会長
和気　浩三

6 公益社団法人精神保健福祉士会

依存症およ
び関連問題
学会委員長
小関　清之

7 沖縄 ANDOGネットワーク 小松　知己
8 特定非営利活動法人　アスク 今成　知美

（イ）記載内容
調査項目（イ）－①および（イ）－②に分けて紹
介する
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① 基本法施行（2014）、基本計画策定（2016）、あるいは都道府県推進計画策定（2016～）が設置された
前後の変化等、対策の評価について

記載内容
1 1. 基本法対策委員会の設立
当協会では、アルコール健康障害対策基本法制定を受け、ソーシャルワーカーを対象とする啓発と
スキルアップを目指した研修が発案され、具体的な内容を検討するために、基本法対策委員会を結
成した。
2. 「ソーシャルワーカーのためのアルコール依存症回復支援基礎講座～見える（早期発見）・つなが
る（早期支援）・つなげる（連携）～」の開催
研修はすべてのソーシャルワーカーが、依存症支援のできるソーシャルワーカーのすそ野を広げる
ことを主眼とし、2日間の研修とした。2016年度から実施し、2016年度 2回（東京・大阪）、2017
年度 4回（東京・大阪・札幌・福岡）、2018年度 2回（東京・大阪）、2019年度 2回のところ 1回（大
阪開催、東京開催は中止）プラス 1回（高齢者の支援者向け 1日研修を名古屋で開催）計 10回開催し、
受講者は延べ 500人以上となった。
3. ソーシャルワーカー連盟との連携
　開催にあたり、日本ソーシャルワーカー連盟の 4団体（日本精神保健福祉士協会、日本医療社会
福祉協会、日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉士会）の後援を得て、広報の支援をいただいた。
同連盟のソーシャルワーカー団体とは意見交換会を行い、連携が深まりつつある。
4. 厚生労働省からの助成金
2018年度からは厚生労働省依存症民間団体支援事業助成金を受けた。
5. 学会発表
2018年度日本アルコール関連問題学会において、研修参加者のアンケートを分析して成果を報告し
た。現在第 2報を準備中である。

2 四日市アルコールと健康を考えるネットワークの活動について
＜全般＞
基本法の影響で、活動のモチベーションが良い方向に高まっているように感じる。また、行政機関
の動きが良くなった印象。自分たちの活動はボランティア的要素が強く、一般医療機関がアルコー
ル健康障害やアルコール依存症の患者への SBIRTSをキチンと病院の業務として位置づけ、スタッフ
の活動をバックアップし、評価するところにまでには至っていない。スタッフの転勤や定年により、
ネットワーク活動が途絶える恐れがあると考える。
1. 市民向け集いの開催
市の広報誌にて市民に参加呼びかけを実施。年に 1-2回、3箇所の市内総合病院を巡回して行い、事
例検討会議も開催。
2. アルコール救急多機関連携マニュアル
初版：2013年 3月作成、改訂版：2014年 2月作成。その後、三重県の HPにこのマニュアルがアッ
プされた。全国で初めて、「アルコール救急マニュアル」を作成し、臨床に役立てている。
また、三重県がこのマニュアルの普及を図っている。
3. リーフレット「活動の経過と方向性：連携はどこまで強化されたか」
2016年 3月作成、連携の状況を調査し、報告。また、救急車を頻回利用する事例も報告。
4. 飲酒運転違反者への診療マニュアル
三重県では飲酒運転ゼロ条例が 2014年 1月施行。それを受け、条例が機能するように、マニュアル
を猪野・村上優が 2016年 12月作成し、三重県が出版。
5. SBIRTSの開発と普及
2014年 11月、かすみがうらクリニックで開発した技法はまたたく間に全国へ伝わり、現在、全日
本断酒連盟とアルコール専門医の辻本氏、菅沼氏、和気氏が厚生労働省の補助金にて全国への普及
活動を実施中。また、論文「アルコール依存症者を専門外来から断酒会へ繋げる試みと効果検証
―  SBIRTSと呼称して－」を投稿。猪野亜朗、吉本尚等が日本アルコール・薬物医学会雑誌に投稿し、
2018年 2月に掲載された。リーフレット「アルコール健康障害と地域連携―多機関・多職種スタッ
フへのアンケート調査結果から－」2018年 3-5月にアンケート調査し、2019年 3月出版。
連携スタッフの連携ソフトをまとめ、役立つ内容となった。
6. アルコール救急についての調査
2019年 6月、総合病院の救急部門、地域連携室、警察、専門外来にアンケート調査を行い、泥酔者
に最も大変な思いをしているのは警察と救急部門であることが確認された。2020年 3月、泥酔者と
その家族への CAGEを使ったカード作成を準備中。
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記載内容
2 7. 日本アルコール関連問題学会東海北陸地方会を主管する

2019年 12月 8日、四日市市にて、上記地方会が開催され、221名の参加と県外 16都府県からの参
加があった。ネットワークで蓄積されてきた連携についての実践を共有し、この内容を全国にも波
及させるべく、報告書が協賛金をもとに現在、作成中。
8. 日本アルコール関連問題学会の全国大会の三重開催を準備中
2021年 12月 17日 -19日、津市にて、「四日市アルコールと健康を考えるネットワーク」の代表と副
代表が大会役員となり、学会運営委員会が準備を進めている。今後、正式に学会実行委員会よりネッ
トワークへ協力要請があると考える。

3 1. アルコール関連問題啓発週間（11月 10-16日）の広報、ポスター掲示
2.  自殺予防の研修プログラムの対象者の理解の中に、アルコール問題を抱えている方への対応につ
いて含め、合わせて基本法、基本計画等について周知。「飲めば飲まれる」のリーフレット配布。
なお、本研修については日本社会福祉士会で行った研修を都道府県社会福祉士会において実施で
きるよう、研修プログラム、研修資料等を提供している。

3.  2016年に、さまざまな相談支援場面で使用できる「生活相談アセスメントシート」を開発し、「基
礎シート」においてアルコール関連問題についても見落とさないよう標記し、特に自殺リスクが
疑われる場合の「領域別シート」にはアセスメント項目として標記し注意を促している。

4 1.  一般医療機関勤務の医療ソーシャルワーカーは、アルコール依存症者への回復支援に取り組めて
いなかった。基本計画策定で、医療ソーシャルワーカーの依存症者への回復支援向上のために、（公
社）日本医療社会福祉協会は、2017年度、2018年度、2019年度に「アディクションにおけるソーシャ
ルワーク実践研修（一日研修）を企画開催した（2019年度は新型コロナウイルス対策のため中止）。

2.  2020年度から、研修開催に加え、医療ソーシャルワーカーの依存症者への回復支援状況を把握す
べく全国的な現状把握と対策を具体的に行っていく事が決定し、活動していく。

5 1. 当会の年次大会で拠点病院、相談拠点についての分科会を開催した。
2. 当会の年次大会に行政機関からの参加者が増加した。
3.  大阪府では当会と大阪府の公民協同事業として未成年飲酒防止教室のテキストを作成した。
4.  大阪アディクションセンター（OAC）に当会及び会員・機関が加盟し、依存症対策のネットワー
クづくりに参加している。

5.  啓発への様々なイベントが当会と自助グループ・行政・司法など他領域との共同で行えるように
なった。

6.  かかりつけ医へのアルコール健康障害対策の研修が行われるようになり当会も協力した。
6 ＜新たな取り組み＞
① 2016～2017年度
【基本法施行及び基本計画の進捗状況を見据えて、プロジェクト・チームを設置】
全構成員を対象とした業務実態や意識に関する調査を実施した。この領域について後塵を拝してき
た感は否めない本協会に対しての、今後に向けた期待が寄せられた。
② 2018～2019年度
【依存症及び関連問題対策委員会（以下「委員会」）の設置】
委員会は、厚生労働省・依存症民間団体支援事業を活用することを軸に、以下の活動を展開し、今
日に至る。
1. 支部長アンケート調査
調査からは、各地の社会資源の偏在等に関しての課題整理に繋がる示唆が得られた。
2. インタビュー調査
宮城県・東京都・長野県・大阪府の 2018年度に続き、2019年度は山形県・福岡県に委員が出向いて、
現地の構成員を対象にした地域特性に応じたソーシャルワーク実践の課題整理を目的とする聞き取
りを行った。
3. 研修会『みるみる・みえる・人の暮らしと依存症』（以下、「研修」）の実施
本協会の全国大会（名古屋大会）での発表とともに、2018年度は東京都と大阪府、2019年度は宮城県・
福岡県で研修を開催し、これまでの調査結果を集約・課題整理・発信し、構成員の意識喚起に繋げた。
特に 2年度目の内容は、初年度の実績や 2年度目のインタビュー調査結果も踏まえてブラッシュアッ
プして実施した。毎回、盛況であり、次年度以降も継続する予定である。
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記載内容
6 4. 事業報告書の作成と送付
厚労省及び全都道府県の依存症担当部局及び精神保健福祉センター、関係団体等々を含む約 200カ
所に送付した。

＜前後の変化等、対策の評価＞
本協会の構成員をはじめ精神保健福祉士のみならず全ての領域のソーシャルワーカーにとって、依
存症及び関連問題への支援をあたりまえのものにしなければならないとの認識に至った。そのため、
関係団体である日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会、日本医療社会福祉協会、日本ソー
シャルワーカー協会、日本社会福祉士会に呼びかけて、一堂に会し、依存症及び関連問題ソーシャ
ルワーク支援の標準化や組織連携と協働を展望する『意見交換会』を、2回実施した。

7 ＊基本法施行を契機に、2014年 11月からミックス型の啓発行事として毎年 1回、リカバリーパレー
ド＆ハルくんプロジェクト in Okinawaを当ネットワーク主催で開催しています。これに対する行政
機関の認知度や協力度が年々少しずつ高まってきているのを実感しています。
＊行政主導の主な啓発行事としては、①県立総合精神保健福祉センター主催のアディクション・
フォーラム（県外から著名講師を招聘しての記念講演＋県内の自助グループ紹介：2019年度で通算
19回開催）と②県警・県・県議会共催の飲酒運転根絶県民大会が行われています。国の基本計画策
定後の変化としては、下記のとおりです。
①は当ネットワークでも告知に協力して、毎年多数の会員が参加しています。
②では、開催根拠である沖縄県飲酒運転根絶条例が「モラル重視」の条例であるため、厳罰化され
ても根絶できない飲酒運転の根底に依存症問題があることを主催事務局がきちんと捉えきれておら
ず、当ネットワークの村吉世話人がここ数年は毎回ブース出展をして、「根は依存症」の視点を強調
するべく奮闘しています。
＊県のアルコール健康障害対策推進計画策定にあたって、当ネットワークの月例会・世話人会で議
論を重ね、対応流れ図を県原案の「連携矢印の終点がすべて専門医療機関という形」から「依存症
者本人・家族を丸く囲んで連携矢印で交互に結ばれた関係諸機関が支援する形」とするなどの改訂
提案を提出（当ネットワークの山代会長・小松世話人が糸数県保健医療統括監と懇談して手渡）し、
パブリックコメントにも多くの会員が建設的な意見を提出しました。
＊県精神保健福祉センター主催で年 1回開催の「アディクション連絡会議」が、2019年度から「アディ
クション連携会議」と改称して年 2回開催となりました！これは、連絡会議に出席する当ネットの
鈴木・岡田・小松世話人らが毎年要望をあげ続けて実現されたもので、厳しい人的体制の中で非常
に頑張って頂いていると思います。
＊那覇市保健所で当ネットの小松世話人をスーパーバイザーとして 2017年度からアルコール依存症
の事例検討＆学習会を年 1回以上開催するようになりました。また、那覇市独自の部署横断的な取
り組みとして、那覇市保健所が中心になって『エコ飲みキャンペーン』を実施しています。

8 ＜全般＞
アスクは 2012年からアル法ネットの事務局を担当、代表がアルコール健康障害関係者会議の委員と
都道府県のアドバイザーも務めているため、制定運動から基本法施行、国の基本計画策定、都道府
県推進計画策定へと続く渦中に常にいた。
関係省庁の連絡会ができ、関係者会議という検討の場ができ、予算が増え、都道府県の計画がつく
られ、民間団体への補助金や事業委託……基本法制定前から見ると、隔世の感がある。その間、事
務局であるアルコール健康障害対策推進室が内閣府から厚生労働省に移動し、6年間に多くの担当者
が入れ替わったが、どなたも熱心に取り組んでくださった。また、アルコール問題議員連盟がずっ
と見守っていてくださることも大きい。
関係者会議の委員も熱心である。つくづく、人に恵まれた法律であると思う。

当団体への具体的な影響としては、以下が挙げられる。
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記載内容
8 1．厚労省関係の仕事が大きく増え、非常に忙しくなった
【関係者会議】⇒第 1期基本計画策定・見直し・第 2期基本計画策定
・委員としての出席（1期は教育・誘因防止・飲酒運転のワーキンググループ座長、2期・3期は会長代理）
【都道府県推進計画】
・アドバイザー派遣業務の受託
【依存症啓発】
・審査委員、あるいは企画委員
【依存症合同全国会議】
・シンポジウムへの登壇など

2．新規に取り組んでいる活動・プロジェクト
・全国規模の団体に対する「依存症民間団体補助金」制度が新設されたことにより、「ASK依存症予
防教育アドバイザー養成事業」をスタート、アルコール・薬物・ギャンブルの当事者・家族・支援者、
約 100名の全国ネットワークが生まれた
・都道府県推進計画のチェックポイントと分析（季刊 Be!『基本法NOW』に掲載）
・筑波大学が受託した「第 1期アルコール健康障害対策推進基本計画における取組状況の調査」へ
の協力（連携好事例の取材・収集／民間団体調査／啓発の座談会など）

3．啓発週間への協力
・啓発週間のポスターの内容の相談やチェック
・事務所やイベントでのポスター掲示・SNSでの拡散
・全国の啓発イベントの情報収集と告示（アル法ネットのサイト）
・啓発フォーラム in東京の企画運営の業務受託、あるいはブース参加
・厚労省と自治体共催の啓発フォーラムでの講演やブース参加
・ASK飲酒運転防止インストラクター養成講座公開スクーリングで基本計画を周知
・季刊 Be!や ASK通信で周知

② 第 2 期基本計画への要望について

記載内容
1 1. 回復のための治療や相談・支援につながる人たちが少ないというギャップを埋めるためにカギと
なるソーシャルワーカーの養成
　精神科医療機関・一般医療機関のソーシャルワーカーや関係施設・機関のソーシャルワーカーが
アルコール関連問題の早期発見・早期支援・連携に取り組めるようになるための研修や研修後のフォ
ローアップ体制の構築
2. 相談にたどり着くまでに 5年以上もかかると言われている家族の相談の早期化、社会的な啓発や
広報普及とそのための受け皿作り（人作りと場作り）
3. 自助グループへの支援
　高齢化やメンバー数の減少が伝えられる自助グループとの連携強化や会場確保や広報支援
4. 回復支援施設への支援
　 地域で回復支援や生活支援を行っている回復支援施設との連携強化、スタッフの養成、運営支援、
財政支援などの支援
5. 多様なアルコール関連問題のある人たちへの支援
　女性や高齢者、アルコール問題を親に持つ子供たち、他の依存問題（薬物・ギャンブルなど）や
重複障害（認知症、うつ病、発達障害など）など多様なアルコール関連問題のある人たちへの支援
と支援ができる人材の養成
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記載内容
2 1. 四日市アルコールと健康を考えるネットワーク活動を展開しているが、ボランティア的取り組み
で支えられてきた。今後、病院の機関としての取り組み、地域の四日市市としての取り組みとして、
機関と行政が位置づけを強化して欲しい。また、現在、アルコール健康障害に介入する業務（SBIRTS
の業務全体）は診療報酬で評価されていないので、診療報酬を新設するか、国の補助金で人件費を
補填するようにするかによって、評価して欲しい。
2. 当ネットワークの活動を国としてのモデルとして位置づけて欲しい。
3. 一般総合病院と精神科医療機関の間で、救急事例などの相互連携がスムースに行えるような恒常
的な機関があると、現場のストレスが軽減すると考える。このような機関を国が推奨することで、
互いの顔の見え、助け合う関係を構築して、救急事例や処遇困難事例に伴うバリアを克服すること
が出来ると考える。現状は双方が辛い思いをしている。

3 1. 高齢者虐待において虐待者側の支援が重要になっていますが、虐待の発生要因として「虐待者の
飲酒の影響」が平成 30年度調査にあっては 5.4％（令和元年度調査にあっては 5.5％）を占めている。
（厚生労働省が実施する高齢者虐待対応状況調査より）アルコール関連問題への対応のために精神保
健福祉センターや保健所等と虐待対応を行う組織・機関との連携推進を図れるように施策を進めて
ほしい。
2. 地域共生社会実現のためにアルコール依存症に対する社会の理解を促進するとともに、虐待対応
の他、生活困窮者自立支援など様々な福祉相談においてアルコール関連問題を社会の問題として捉
えることができるように広報啓発活動を進めてほしい。
3. アルコール依存症など飲酒関係に問題を抱える者やその家族の相談が気軽にできるよう相談窓口
の明確化を図るとともに相談機関の連携強化を図るよう施策を進めてください。また、相談支援を
適切に実施するためにソーシャルワークを適切に実践できる支援者の育成を進めてほしい。

4 1. アルコール販売業者に以下のような取り組みを義務化
●  アルコールのラベルに、煙草のパッケージのような「健康被害」についてより具体的に記載
●  アルコールのラベルに、アルコールで困っている人のための相談窓口を記載
●  メディアにおける CMの規制（飲んでいるシーンの削除、テレビでの放映は深夜帯のみなど）
2. アルコール販売店に以下のような取り組みを義務化
●  販売に際し、「アルコール健康被害の相談窓口」の記載されたチラシ配布の義務化
●  一日に一人に販売する量の上限量設定
3. 全国の医師会内における、依存症回復のメカニズムと支援方法の教育義務化
4. 一般医療機関内で、医療従事者（社会福祉士・精神保健福祉士を含む）がアルコール関連問題に
アウトリーチし、治療への動機づけを高める支援を行った場合に、診療報酬に反映できる仕組みの
構築
5. アルコール関連問題の重度化によって医療費等、社会的損失を低減するために、小、中、高、大
における依存症予防教育とライフスキル教育の義務化
6. 専門職養成教育や高齢社会に対応すべく介護福祉領域（地域包括、介護事業所など）の中に、依存症、
回復、社会資源（自助グループ等）の知識、動機づけを高める面接方法、連携の仕方などをスタンダー
ドとした共通のアディクションカリキュラムの義務化

5 1. 9％ストロング問題。アルコールの適正価格設定について議論してほしい。海外を参考に酒税の見
直し、CMの規制、コンビニ販売のあり方を検討すべきではないか。
2. 政令指定都市での推進計画の義務化
3. 市町村レベルでの推進計画策定の早期実現
4. 飲酒運転対策、専門医療機関受診のインセンティブを考えて欲しい。
5. 拠点病院・専門医療機関からアクセスの悪い過疎地域での問題について考えて欲しい。
6. 家族相談・支援（子供の問題を含む）についての診療報酬を検討して欲しい。
7. SBIRTSの推進、特に一般医が SBIを行う時の診療報酬の加算は必要。
8. コメディカルへの正当な評価。特に他の依存症（薬物・ギャンブル）と同じように、アルコール
依存症について、コメディカルのみでも実施できる集団療法の新設を検討して欲しい。
9. 依存症治療・支援を担うスタッフの働き方改革を進め、だれもが取り組みやすいシステムの構築
を考えて欲しい。

33913．アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク幹事団体の調査



記載内容
6 今日、全国の各都道府県では、相談拠点や専門医療機関の選定等々が進行中ではある。しかしながら、
大都市であれ地方の市町村であれ、地域特性を踏まえた有効な手立てが構築されているとは未だに
言い難い。そこで、第 2期基本計画には以下を盛り込むことが望ましい。
1. 市区町村の基幹相談支援センターなど多様な相談機関に依存症及び関連問題に携わるソーシャル
ワーカーを配置すること
2. 当事者にとって、自分が暮らす地域でリカバリーができるよう地域資源の充実に向けた環境整備
と連携のしくみをつくること
3. 依存症関連問題が生じてから専門医療機関へつながるまでに 6～8年かかると言われている状況を
改善し、地域で適切かつ早期に介入できる土壌づくりをすること、そのために AUDITや SBIRTSな
どを活用した一次予防、二次予防への取り組みを市区町村が中心となり、地域の支援機関や自助グ
ループと連携しながら行うこと
4. 上記が持続可能なものとするために、担い手の孤立や疲弊させないための支援者支援の視点に基
づくネットワークづくりや人材育成を目的とした研修事業を職能団体と連携しながら行うこと

いずれも根底に流れるのは、人が人と共に暮らしを営む地域で、依存症及び関連問題が可視化され、
助けを求める人に必要な支援が届けられる地域包括ケア体制を構築するためのものである。鍵は連
携と持続力である。本協会は、2020年度以降も引き続き委員会を設置し、その取組の加速化と深化
を図る。関係団体とは、相互理解を一層深め、連携と協働の具体化に向けて意見交換を積み重ねて
いく。

7 1．全てのアルコール飲料に下記 3点を表示してほしいです！
「1パッケージ（瓶・缶など）当りの純アルコール量（g単位）」
「厚労省が推進している低リスク飲酒量（男性 1日 20g×週 5日　女性・高齢者はその半量）」
「妊娠が判明する時期以前の飲酒も胎児に悪影響を及ぼすリスクが高いこと」
理由：飲酒量をおさえる啓発はなされていますが、飲料によってアルコール度数が異なるため、「1
瓶（缶）飲むとどの位純アルコールを摂取することになるのか」は、予め学習しているか、計算し
ないと分かりません。また、低リスク飲酒の目安量や妊娠時の危険性が一緒に明確に表示されてい
ると、購買する時点で大きな抑止効果が生まれると考えられます。
2．年 4回以上、都道府県ないしは政令市・中核市の保健所主催でアルコール健康障害対策ネットワー
ク会議を定期的に開催する規定を入れてほしいです。また、それを職員の燃え尽き・過労死なしで
実現するためにも、「精神保健を専任で担当する保健師は担当人口 4万を基準として配置し、経験の
蓄積とスキル向上をはかるために 6ヶ月に 1回以上の事例検討会など、定期的研修を保障する」といっ
た人的体制の枠組みを入れてほしいです。
理由：実際に地域住民と密接に関わり、時には訪問指導を行うなど、第一線の相談窓口となるのは、
二次医療圏ごとに設置された保健所です。消防（救急医療）・警察などの行政機能も二次医療圏ごと
に動いています。精神保健福祉センターは、援助職向けの研修をより密に行うなど、保健所のハブ
機能の後方支援を主に行う方がより効果的と考えます。ほとんどの都道府県には複数の二次医療圏
があります。愛知県衣浦保健所で実践されているような「保健所をハブとした連携」が全国津々浦々
で実践されてこそ、基本法にうたわれた「切れ目のない支援」が実現すると思います。
3．アルコール依存症の治療格差（推定未受療率 95％以上）の是正を数値目標もつけて入れてほし
いです。
4．現有の医療資源で上記の治療格差是正に最も効果的なのは、アルコール専門医療機関から月 2
回以上、アルコール専門医が総合病院に出向して診療をすることだと思われますので、行政主導で
専門医療機関と地域の総合病院とのマッチングを行い、円滑に診療援助を行えるような枠組みと診
療報酬化を計画に盛り込んで頂きたいです。
5. ニコチン依存症 /禁煙関連団体との連携の強化
ニコチンはアルコールと並んで人々の健康を害することが知られながらも合法で、依存症の制御が
難しい薬物です。一方で、アルコールや違法薬物とは異なり禁断症状以外の急性薬理作用に乏しく、
その害が軽視されがちです。実際には、禁断症状を回避するためにタバコを目的とした強盗や喫煙
場所をめぐる暴力事件が発生しているなど、アルコールと比して軽視されるべきものではありませ
ん。また、慢性疾患への影響は他の追随を許さず強烈なものであり、その分、臨床的な研究も一歩
抜きに出ている印象を持っています。そこで、アルコール健康障害対策を目指す立場としても学ぶ
ところも大きいと考え、その先進的な団体との連携の強化を提案いたします。
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記載内容
8 ＜一次予防＞
・飲酒のガイドラインの設定（オーストラリアやカナダを参考に、アルコール健康障害の生涯リス
クを低減する量の上限／単発の飲酒機会における傷害のリスクを低減する量の上限／子どもと若者
／妊娠・授乳期／ゼロが必要なとき）などを示す
・依存症や生活習慣病だけでなく、一時的多量飲酒／ビンジ飲酒など、酩酊による事故・暴力・犯
罪につながる飲酒パターンへの警鐘を鳴らす
・10代・高齢者・女性のリスクを周知
・RTDと呼ばれる飲み切りの酒類については、パッケージに純アルコール量を低リスク飲酒量とさ
れる 20gがわかるようビジュアルに表示、できれば 1缶 20g以上にしないようにし、上記の啓発と
連動させる
・依存症回復者が回復の実感を伝え偏見是正を担うことの重要性

＜二次予防＞
・内科・救急からの介入
・飲酒運転からの介入
・酩酊者保護からの介入
・家族支援の充実

＜三次予防＞
・自助グループへのつなぎを SBIRTSで
・産業分野での依存症偏見是正

34113．アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク幹事団体の調査





14．【アルコール健康障害・依存症予防の施策に
関する相談・問い合わせ窓口】に関する資料

 大脇由紀子、吉本　尚



【アルコール健康障害・依存症予防の施策に関する 
相談・問い合わせ窓口】に関する資料

　アルコール依存症の予防について、白川 1）は
Caplanの予防モデルに基づき、図 1のように精
神保健福祉センターにおける依存症予防のモデル
を示している。
　アルコール健康障害対策推進基本計画（以下、
基本計画）に係る施策や事業については、上記の
依存症予防の観点から、教育の振興などや、不適
切な飲酒の誘引の防止、健康診断及び保健指導、
アルコール健康障害に係る医療の充実等、アル
コール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に
対する指導等、相談支援等、社会復帰の支援、民
間団体の活動に対する支援、人材の確保等、調査
研究の推進等、その他アルコール健康障害対策に
資するものが盛り込まれている。　
　対策に係る機関として、全国（都道府県）にア
ルコール健康障害の相談窓口・医療機関が設置さ
れ、厚生労働省や文部科学省、国税庁、国土交通
省、警察庁や法務省など、多くの省庁が対策と事
業に取り組んでいる。
　ここでは、以下の資料・文献を基に、アルコー
ル健康障害・依存症の予防（一次・二次・三次）
と対策に係る担当者および機関の概要、基本計画

に沿った関係府省庁におけるアルコール関連施策
の担当窓口・問い合わせ先に関する情報を、一覧
表にまとめた。

引用文献
1） 白川教人．依存症相談拠点と精神保健福祉
センターの依存症対策事業・全国精神保健
福祉センター長会の依存症対策．

 第 21回アルコール健康障害対策関係者会議，
資料 1, 2020

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000020 
2961_00005.html

2） 厚生労働省．関係府省庁におけるアルコー
ル関連施策の概要．

 第 18回アルコール健康障害対策関係者会議，
資料 8．2019

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000020 
2961_00001.html

3） 厚生労働省．アルコール健康障害対策推進
ガイドブック．40．2016

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000176279.html
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                              横断的取組・両立 

 

 

三次予防（専門治療/相談）

対象：依存症当事者/家族

担い手：専門治療機関、相談拠点、回復
施設等

二次予防（早期発見・適切な支援/初期治療）
対象：依存症が疑われる者、ハイリスク者、家族

担い手：かかりつけ医等の一般医療機関や相談機関

一次予防（予防/健康づくり）

対象：全ての市民

担い手：保健、教育、福祉等の従事者

連
続
性
・
一
貫
性 

アウトリーチ 

連携 

よりよい社会：孤立や生きづらさの解消等 

図 1. 相模原市精神保健福祉センターにおける依存症予防              （文献 1）を基に引用、作図） 図 1　相模原市精神保健福祉センターにおける依存症予防 （文献 1）を基に引用、作図）
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アルコール健康障害・依存症予防の施策に関する相談・問い合わせ窓口
1．アルコール健康障害・依存症の予防（一次・二次・三次）と対策に係る担当者および機関の概要 1,2,3）

予防モデル（Caplan,G.） 予防に係る担当者・担当機関 対策に係る関係府省庁
一次予防
（アルコール健康障害お
よび問題の予防、健康の
維持増進）

担い手：・ 保健、教育、社会福祉等の従
事者

　　　　・ アルコール関連問題の予防や
依存症の正しい理解の普及啓
発に取り組む民間団体・法人

●  厚生労働省：健康局健康課・子
ども家庭局・社会・援護局障害
保健福祉部精神・障害保健課な
ど

●  文部科学省：初等中等教育局健
康教育・食育課など

●国土交通省：総合政策局政策課
●国税庁：課税部酒税課
●  警察庁：交通局交通企画課、運
転免許課・生活安全局生活安全
企画課、少年課

二次予防
（アルコール健康障害お
よび問題の早期発見、　
適切な支援、初期治療、
専門治療への紹介）

担い手：・ かかりつけ医、総合病院など
の一般医療機関および専門治
療機関以外の精神科、心療内
科の医療従事者

　　　　・ 精神保健福祉センターや保健
所等の相談機関の担当者

●  厚生労働省：健康局健康課・社
会・援護局障害保健福祉部
　精神・障害保健課など
●法務省：矯正局成人矯正課
●  警察庁：交通局交通企画課、運
転免許課・生活安全局生活安全
企画課、少年課

三次予防
（アルコール依存症の専
門治療、相談、回復と
社会復帰の支援、再発予
防）

担い手：・ アルコール依存症の専門治療
機関、依存症対策全国拠点機
関や相談拠点機関、回復支援
施設等の従事者

●  厚生労働省：社会・援護局障害
保健福祉部精神・障害保健課な
ど

●法務省：矯正局成人矯正課

2．全国（都道府県）のアルコール健康障害の相談窓口・医療機関（2020 年 3 月現在）
　依存症対策全国センターホームページ：https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/

3．関係府省庁におけるアルコール関連施策の担当窓口 2）（2020 年 3 月現在）

府省庁名 基本計画における施策・事業 担当窓口・問い合わせ先

文部科学省 教育の振興等
（1）学校教育等の推進
① 児童生徒の心と体を守るため
の参考資料の作成

② 薬物乱用防止教育
　薬物乱用防止教育等推進事業
③ 学生生活支援に関する情報の
収集・分析・提供

（4）広報・啓発の推進
④ 依存症予防教育推進事業

文部科学省ホームページ：
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111804.htm
①初等中等教育局健康教育・食育課保健管理係

②（同上）初等中等教育局健康教育・食育課保健管理係
　高等教育局学生・留学生課厚生係
③文部科学省 
　（独立行政法人日本学生支援機構と連携）
④総合教育政策局 
　男女共同参画共生社会学習・安全課

厚生労働省 教育の振興等
（4）広報・啓発の推進
① アルコール健康障害対策促進
②健康日本 21 （第二次）推進
③健やか親子 21推進対策

厚生労働省ホームページ：アルコール健康障害対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176279.
html
①健康局健康課
②（同上）健康局健康課
③子ども家庭局

国土交通省 教育の振興等
（3）職場教育の推進
① 事業用自動車総合安全プラン

2020　

国土交通省ホームページ：https://www.mlit.go.jp/report/press/
jidosha02_hh_000318.html
①自動車局安全政策課
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府省庁名 基本計画における施策・事業 担当窓口・問い合わせ先

国税庁 不適切な飲酒の誘引の防止
（1）表示：①未成年者の飲酒防
止に関する表示基準
（2）販売：
②酒類販売管理者の選任、
　酒類販売管理調査の実施　
③酒類自動販売機の撤去等

④ 広報啓発活動／酒類業界の自
主的な取組に対する支援

国税庁ホームページ：酒類小売業界等に対する未成年者飲酒防
止のための取組の要請について（平成 28年 7月；警察庁、厚
生労働省、国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/
torikumiyosei2016/01.htm
① お酒の表示に関する相談：各地域の税務署（酒類指導官設置
署等）

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」について。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/miseinen/hyouji.htm
② 酒類の販売管理：（課税部酒税課）
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/mokuji.htm
③ 酒類自動販売機の設置状況について：（課税部酒税課）
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/jihanki2003/02.htm
④国税庁ホームページ：酒類行政の取組
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/
report/2006/05.htm

警察庁 不適切な飲酒の誘引の防止
（4）提供 
（5）少年補導の強化
① 未成年者飲酒禁止法に基づく
取締り

警察庁ホームページ：警察庁の施策を示す通達（生活安全局）
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html
①生活安全局 
　・生活安全企画課
　・少年課

厚生労働省 健康診断及び保健指導
（2）地域におけるアルコール健
康障害への早期介入の推進
①健康増進事業
② 依存症の理解を深めるための
普及啓発事業

③依存症対策総合支援事業

アルコール健康障害に係る医療
の充実等
（1）アルコール健康障害に係る
医療の質の向上
（2）医療連携の推進
④ 依存症対策全国拠点機関設置
運営事業

③ 依存症対策総合支援事業（再
掲）

⑤障害者政策総合研究

厚生労働省ホームページ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.
html
① 健康局健康課：標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30
年度版】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.
html
② 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課依存症対策推
進室

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02986.html
③ 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援
室

（1）厚生労働省健康局健康課
各都道府県アルコール健康障害対策担当部（局）

④ （再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
心の健康支援室
③ （同上）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
心の健康支援室
⑤厚生労働省ホームページ：調査・研究等

法務省 アルコール健康障害に関連して
飲酒運転等をした者に対する指
導等
（1）飲酒運転をした者に対する
指導等
① アルコール依存回復プログラ
ム実施

法務省矯正局ホームページ：
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_index.html
①矯正局 

警察庁 （1）飲酒運転をした者に対する
指導等
① 飲酒運転違反者に対する停止
処分者講習（飲酒学級）、飲酒
取消講習の実施

警察庁ホームページ：飲酒運転根絶
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index.html
①交通局
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府省庁名 基本計画における施策・事業 担当窓口・問い合わせ先

厚生労働省 相談支援等
①依存症に関する普及啓発事業：　　
依存症者等を早期に相談機関や　
医療機関、自助団体につなげる　
普及啓発

②健康増進事業（再掲）

③依存症対策全国拠点機関設置
運営事業（再掲）
④依存症対策総合支援事業（再
掲）

社会復帰の支援
⑤依存症の理解を深めるための
普及啓発事業（再掲）
⑥地域生活支援促進事業（アル
コール関連問題に取り組む民間
団体支援業務）
⑦民間団体活動支援事業

④依存症対策総合支援事業（再
掲）

民間団体の活動に対する支援
①依存症に関する普及啓発事業
⑥地域生活支援促進事業（アル
コール関連問題に取り組む民間
団体支援業務）
⑦民間団体活動支援事業（再掲）

人材の確保等
③依存症対策全国拠点機関設置
運営事業（再掲）
④依存症対策総合支援事業（再
掲）

調査研究の推進等
⑧循環器疾患・糖尿病等生活習
慣病対策総合研究

⑨障害者政策総合研究（再掲）
③依存症対策全国拠点機関設置
運営事業（再掲）

厚生労働省ホームページ：依存症対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.
html
① 相談機関：・保健所 https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
・ 精神保健福祉センター http://www.zmhwc.jp/centerlist.html
・ （再掲）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障
害保健課 依存症対策推進室 https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_02986.html

②（再掲）健康局健康課
　　　　　各都道府県アルコール健康障害対策担当部（局）
③ （再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
　心の健康支援室
④ （同上）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
　心の健康支援室

⑤ （再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課依存
症対策推進室
⑥ 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
　心の健康支援室
⑦ （再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
　心の健康支援室
④ （同上）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
　心の健康支援室

①（再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
依存症対策推進室 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02986.
html
⑥（再掲）社会・援護局障害保健福祉部
⑦（再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
心の健康支援室

③（同上）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
心の健康支援室
④（同上）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
心の健康支援室

⑧健康局健康課
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/
kenkyujigyou/hojokin-koubo-h26/gaiyo/10.html
⑨（再掲）厚生労働省ホームページ：調査・研究等
③（再掲）社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
心の健康支援室

警察庁 その他、アルコール健康障害対
策に資するもの
①「飲酒運転を許さない社会環
境づくり」の取組
②道路交通法に基づく飲酒運転
取締り

警察庁ホームページ：みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、
させない」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html
①交通局交通企画課
②各都道府県警察
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